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高校教育改革促進事業計画策定等支援業務公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目  的 

2040 年には、産業構造や社会システムの大きな変化により、地域の経済社会を支え

る産業人材や理系人材の不足が懸念されるところであり、確かな学力を基礎としつ

つ、個性の伸長や主体性の涵養を通じた産業イノベーション人材の育成が喫緊の課題

となっている。また、県内高校生の数が現在より約 40％減少すると推定されており、

地理的アクセスに関わらず教育機会を確保することが重要である。 

このような状況を踏まえ、劇的な社会の変化の中で、学びの機会を確保し、主体的

に未来を切り拓く力を育むとともに、持続可能な経済や地域社会の基盤となる人材を

育成していくためには、公立高校の特色化・魅力化をさらに進め、教育内容を充実さ

せる等、高校教育改革を強力に促進する必要がある。 

徳島県では、国の「高校教育改革に関する基本方針」（グランドデザイン）を踏ま

え、県内の県立高校において、「アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成」「理

数系人材育成」「多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保」の三つの観点から、

産業イノベーション人材等を育成し、高校教育改革を先導するパイロットケースを創

出することとしている。 

本業務は、県内の県立高校において高校教育改革を推進する上記３類型の取組を円

滑かつ効果的に推進していくため、事業実施にあたっての計画作成、体制構築、事業

企画等の支援を目的として業務委託を行うものである。 

 

２ 業務概要 

（１） 業 務 名  高校教育改革促進事業計画策定等支援業務 

 

（２） 選 定 方 式 公募型プロポーザル 

 

（３） 業務実施形態 委託業務 

 

（４） 業 務 内 容 

  ① 各類型の改革先導拠点創出計画策定支援業務 

② 会議開催支援業務 

③ その他 

※詳しくは、「高校教育改革促進事業計画策定等支援業務仕様書」によるものと

する。 

 

（５） 業 務 期 間 契約締結の日から令和８年６月３０日まで 

 

（６） 見積上限価格 

   見積上限価格は、２，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

※上記金額は、見積上限価格であって契約額ではない。 
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（７） スケジュール 

日  程 内  容 

令和 ８年 

 

 

 

 

 

 ３月１１日（水）  募集の公告及び募集要項の公表 

  ３月１７日（火）  質問書の提出締切 

  ３月１９日（木）  参加申込書の提出締切 

  ３月２５日（水）  企画提案書の提出締切 

  ３月 下旬  企画提案選定委員会・選定結果通知 

  ４月 上旬  契約 

 ※スケジュールは前後する場合がある。スケジュールの変更については、県ホーム

ページにて周知する。 

  ※企画提案選定委員会の開催日については、別途、参加者へ連絡する。 

 

３ 応募に関する条件等 

   次の全ての要件を満たす法人又は法人以外の団体であって、委託事業を的確に遂

行するに足りる能力を有するものであることを条件とする。 

 ① 提案事項を的確に遂行できる能力を有する者 

 ② 法人等及びその代表者が次の事項に該当しない者 

  ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当す 

  る者 

   イ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避 

   の措置の対象となっている者 

   ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７ 

   ７号) 第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴 

   力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日 

   から５年を経過しない者の統治下にある団体 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づき再生手続開始の申立てが 

   なされている者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で、同 

   法第１７４条第１項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

  オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（同 

   法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るも 

   のを含む。以下同じ。）がなされている者（同法に基づき更生手続開始の申立 

   をされた者で、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２００条第１項の 

   規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

  カ 破産法（平成１６年法律第７５条）に基づき破産手続開始の申立てがなされ 

   た者及びその開始決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定によりな 

   お従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。） 

  キ 法人税、法人事業税、法人県民税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税 

   等納付すべき税金を滞納している者 

  ク 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者 

  ケ 役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者 

   がいる団体 

  ａ 破産者で復権を得ない者 

  ｂ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無く 
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   なった日から２年を経過しない者 

 コ 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等 

  適当で無いと認められる者 

 

４ 応募方法 

（１） 応募書類等の提出先 

   〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

   徳島県教育委員会 教育創生課 魅力創生担当 

   電 話（088）621-3153 

   ﾌｧｸｼﾐﾘ（088）621-2880 

   E-mail kyouikusouseika@pref.tokushima.lg.jp 

 

（２） 参加申込書の提出 

当プロポーザルへの参加を希望する者は、次の表－１に示す提出書類（各１部）

を提出すること。 

 

  表－１ 

提出書類 様式 

参加申込書       第１号       

参加者の概要       第２号       

法人登記簿謄本【写し可】 

（法人格を有しない場合は、これに類するもの） 

 

 

定款又は寄付行為【写し可】 

（法人格を有しない場合は、これに類するもの） 

 

 

直近の決算又はこれに類するもの  

   

①  提出方法 

    持参、郵送（郵便、宅配便等）又は電子メールによることとし、郵送の場合

は、簡易書留、宅配便等、送達記録の残る方法で送付すること。また、電子メ

ールの場合は、送付後に必ず電話で着信を確認すること。 

    なお、郵送中の事故については、当方は一切の責任を負わない。 

 

②   提出期限 

     令和８年３月１９日（木）午後５時まで（必着） 

 

③  参加辞退 

  参加申込書の提出後に当プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和８年

３月２５日（水）午後５時まで（必着）に、辞退届（様式第６号）を提出する

こと。 

 

（３） 企画提案書の提出 

 次の表－２に示す提出書類を提出すること。任意様式の書類については、原則

としてＡ４（Ａ３折り込み頁の挿入可。）とし、文字の大きさや見やすさに留意
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して作成すること。 

 提出部数は、正本１部、副本５部とし、正本については、製本せず、着脱可能

なクリップ等でまとめること。 

なお、業務計画書については、様式第４号によらず、任意様式で作成すること

を可とするが、その場合は収支計画の内容を含め、「業務計画書」であることを

明記して作成すること。 

 提出された企画提案書の記載内容の変更及び追加については、原則として認め

ない。 

 

   表－２ 

提出書類 様式 

企画提案書 第３号 

 

業務計画書 

第４号 

または 

任意様式 

参加者の概要が分かる資料（パンフレット等） 任意様式 

 

  ① 提出方法 

  持参又は郵送（郵便、宅配便等）とし、郵送の場合は、簡易書留、宅配便等、

送達記録の残る方法で送付すること。 

  なお、郵送中の事故については、当方は一切の責任を負わない。 

   

  ② 提出期限 

    令和８年３月２５日（水）午後５時まで（必着） 

 

（４） 質問及び回答 

    質問は、質問書（様式第５号）により行うものとする。 

なお、原則として当該業務に係る条件や提案書提出手続きに関する事項に限る

ものとし、審査に関する内容については受け付けない。 

 

  ① 提出方法 

    電子メール又はファクシミリにより送付するものとする。 

    なお、送付後に必ず電話で着信を確認すること。 

 

  ② 提出期限 

       令和８年３月１７日（火）午後５時まで（必着） 

 

  ③ 質問への回答 

    質問内容については、電子メール又はファクシミリにより回答するとともに、

令和８年３月２３日（月）までに、県ホームページにも掲載する。 
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５ 事業者の選定 

県は、企画提案選定委員会を設置し、プレゼンテーションを伴う企画提案書の審

査を行い、別表「評価項目及び評価基準」に基づき、事業者を選定する。 

（１） 企画提案選定委員会の開催 

・令和８年３月下旬にオンラインでの開催を予定しており、日時及び場所等に

ついては、応募者へ別途通知する。 

・企画提案選定委員会を欠席した応募者は、当プロポーザルを辞退したものと

みなす。 

 

（２） 企画提案選定委員会の概要 

・審査会場（オンライン）への入室は、各応募者あたり２名までとする。 

・応募者は１５分以内でプレゼンテーションを行い、その後、企画提案選定委

員が質疑を行う。 

・プレゼンテーション審査において、事前に提出された企画提案書に記載して

いない提案内容を追加することは認めない。 

・質疑に対しては、その場で応答するものとし、審査終了後の回答や説明資料

の提出は認めない。 

 

（３） 事業者の選定 

・企画提案選定委員会は、企画提案選定委員の評価に基づく総合得点が最も高

い応募者を選定事業者とし、県に報告する。 

・総合得点が最も高い応募者が複数ある場合は、選定委員会の意見を踏まえ、

選定事業者を決定する。 

・応募者が１者のみの場合は、選定委員会の意見を踏まえ、総合的に適否の判

断を行う。 

 

※ ただし、評価基準の合計点の平均が６０点以上でなければならない。 

 

（４） 選定結果の通知 

・選定結果は、辞退者を除く応募者全てに対して文書によって通知するととも

に、県ホームページにて公表する。 
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６ 契約締結 

（１） 契約手続 

   業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として県と契約予定者が協

議を行い決定し、改めて事業計画書及び見積書を徴して契約を締結する。 

 

（２） 契約概要 

   地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約とする。    

 

（３） 契約金額 

   選定事業者の見積価格とする。 

 

 

７ 留意事項 

（１） 募集要項等の承諾 

   応募者は、参加申込書の提出をもって、募集要項等の記載内容を承諾したもの

とする。 

 

（２） 費用負担 

   応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。 

 

（３） 提出書類の取扱い・著作権 

   応募図書の著作権は、応募者に帰属する。 

   ただし、本事業において、公表及びその他県が必要と認めるときには、県は選

定事業者の確認を得た上で、選定事業者の提出書類の全部又は一部を無償で使用

できるものとする。契約に至らなかった応募者の提出書類については、本事業の

客観的評価の公表以外に使用しない。 

   なお、提出書類は返却しない。 

 

（４） 応募者の複数提案の禁止 

   応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

 

（５） 提出書類の変更禁止 

   提出書類の変更はできない。 

 

（６） 失格要件 

   以下に掲げるア、イのいずれかに該当する場合は、その応募者は失格となるこ

とがある。 

  ア 各法令等に適合しないことが判明した場合 

  イ 提案価格が募集要項で示す見積上限価格を超過している場合 
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（７） 無効要件 

   以下に掲げるアからエのいずれかに該当する場合は、その応募者は無効となる

ことがある。 

  ア 本プロポーザルに関し、審査委員会の委員に、直接、間接を問わず接触を求

めた場合 

  イ 参加資格要件を満たさない場合 

  ウ 提出書類に関して、次のいずれかに該当する場合 

   ・提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

   ・様式及び記載上の留意事項に示す条件に適合しない場合 

   ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

   ・虚偽の記載がある場合 

  エ その他、企画提案選定委員会が不適切と認めた場合 

 

 

８ 担当窓口 

  〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

  徳島県教育委員会 教育創生課 魅力創生担当 

  電 話（088）621-3153 

  ﾌｧｸｼﾐﾘ（088）621-2880 

  E-mail kyouikusouseika@pref.tokushima.lg.jp 



（別 表） 

評価項目及び評価基準 
 
 次の１から４の評価項目及び評価基準点で実施し、評価点を算出する。 
 委員１人当たりの持ち点は１００点とする。 
 
１ 業務内容の理解度に関する評価 

視点 事業の目的、趣旨を十分に踏まえた企画提案がなされているか。 

評価項目 
評価基準点 

優秀 
やや 
優秀 

普通 
やや 
劣る 

劣る 

（1） 
「高校教育改革促進事業計画策定等支援業務」の内容
を理解し、目的に即した有効な提案がなされている
か。 

１０ ８ ６ ４ ２ 

小  計 ／ １０点 
 
２ 提案内容の実効性に関する評価 

視点 提案内容が具体的で説得力があり、成果が期待されるものであるか。 

評価項目 
評価基準点 

優秀 
やや 
優秀 

普通 
やや 
劣る 

劣る 

（1） 
各類型の改革先導拠点創出計画策定支援業務につい
て、専門的・技術的助言を行う知見を有しているか。
（業務計画書の１） 

１５ １２ ９ ６ ３ 

（2） 
各類型の改革先導拠点創出計画策定支援業務につい
て、計画における資料作成・提供を行うことができる
か。（業務計画書の１） 

２０ １６ １２ ８ ４ 

（3） 
計画策定後においても、必要となる専門的・技術的助
言を行うことができるか。（業務計画書の１） 

１０ ８ ６ ４ ２ 

（4） 
会議開催支援業務について、専門的・技術的助言を行
う知見を有しているか。（業務計画書の２） 

１０ ８ ６ ４ ２ 

（5） 
高校教育改革における全国事例の提供を確実に実施
できるか。（業務計画書の３） 

１０ ８ ６ ４ ２ 

（6） 
本事業の推進に効果的と思われる提案があるか。 
 

とても良い 良い なし 
５ ３ ０ 

小  計 ／ ７０点 
 
３ 業務遂行の確実性に関する評価 

視点 業務を確実に遂行できる体制及び実績があるか。 

評価項目 
評価基準点 

優秀 
やや 
優秀 

普通 
やや 
劣る 

劣る 

（1） 
委託業務を確実に遂行できる組織体制、経営状況があ
るか。（業務計画書の４・法人関係書類等） 

１０ ８ ６ ４ ２ 

小  計 ／ １０点 
 
４ 経費の妥当性に関する評価 

視点 経費の収支計画が企画提案の内容に対し、適切なものであるか。 

評価項目 
評価基準点 

優秀 
やや 
優秀 

普通 
やや 
劣る 

劣る 

（1） 
業務計画の内容と収支計画の整合性が図られている
か。（業務計画書の５） 

５ ４ ３ ２ １ 

（2） 収支計画の見積は安価であるか。 配点 ５ 
小  計 ／ １０点 

 
合  計 ／１００点 



見積上限価格 

（別 紙） 

 

収支計画の採点方法 

 

 提案額に差がある場合は、得点差を付けることが妥当であるため、５段階評価をせずに、次の

計算方法により得点を付ける。（評価項目４経費の妥当性に関する評価の（２）） 

 

＜計算方法＞ 

１ 見積上限価格内で、最低額での提案があった応募者を５点とする。 

  また、応募者が１者であった場合は、見積上限価格内であれば５点とする。 

２ その他の応募者については、次の計算式で得た得点とする。 

 

    
配点（５点） － 配点 × 

提案額 － 最低提案額  
※小数点第一位を四捨五入

 

 

 

 

 


